
土木部港湾課ホームページ http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kouwan/

長長崎崎県県港港湾湾施施設設((鋼鋼構構造造物物))維維持持管管理理ガガイイドドラライイ

ンン



県内の港湾施設(鋼構造物)の現状

長崎県は約４,２００km の長大な海岸線に８２の港湾が点在し、そこには多くの港湾

施設を保有しています。

そのうち鋼構造物は、1970 年代後半から数多く建設されており、今後老朽化する施

設が急増してきます。

県民生活の安全・安心のため、これらの施設の本来の機能を維持して安定的なサービ

スを提供するとともに、施設の延命化とライフサイクルコストの縮減を図っていく必要

があります。

今後の維持管理に向けて

効率的かつ計画的な維持管理を行っていくため、長崎県土木部が策定した「長崎県公

共土木施設等維持管理基本方針」に基づき、「長崎県港湾施設(鋼構造物)維持管理ガイド

ライン」を策定し、今後の維持管理の実施手法等を定めました。

　浮桟橋, 133

　桟橋, 18

　岸壁･物揚
場, 34

　防波堤, 23

　その他, 10

港湾施設(鋼構造物)数：218 施設

施設累計数は、1970
年代後半から急増。
今後、補修が必要となる
老朽化施設が急増して
きます。

港湾施設（鋼構造物）の整備年度と施設数

施設の整備年度

港湾施設（鋼構造物）の施設数

１．施設の状態把握

２．施設の状態評価

３．維持補修計画の作成

４．維持補修実施

５．事後評価

・点検診断･状態評価結果

・劣化予測

・補修実績

・維持補修計画

長崎県港湾・漁港施設

維持管理システム

維持管理サイクルの各段階の

情報をデータベース化

今後の維持管理のサイクル

供用期間30年以上　５６施設(２６%)

供用期間２０年以上　９６施設(４４%)

供用期間１０年以上　１５９施設(７３%)



施設の状態を把握する

施設の変状を効率的に発見するため、定期的に点検

診断を実施します。

今後は全ての施設（鋼構造物）について５年に１度

「一般定期点検診断」を実施することを基本とし、原

則として県職員がこれに従事します。

また、必要に応じて委託等により「詳

細定期点検診断」を実施します。

なお、早期に補修等の検討が必要

な施設については点検診断を１年

に１度実施します。

施設の状態を評価する

施設の点検診断結果を基に、劣化・損傷状態を「施設健全度」として評価します。

施設健全度は、施設の機能が良好な状態である場合を１００、機能を消失している場

合を０として、部位・部材毎の診断結果を集計し、数値で示します。

施設健全度（100～0）= Σ ( 部位・部材の点検診断結果ａ～ｄ × 重み係数 )

            ただし、ａ＝0、ｂ＝40、ｃ＝70、ｄ＝100とする。

※「重み係数」とは、各点検項目に対して「要求性能への影響度」等を考慮して設定する係数

特に損傷なし       一部に損傷・劣化有り      全体的に損傷、腐食有り

判定基準 部位・部材の状態のイメージ

a 　変状により部材の性能が消失している。

b 　変状により部材の性能が低下している。

c 　変状は確認されるが部材の性能への影響はない、または軽微である。

d 　特に着目すべき変状は無い状態。

点検診断における部位・部材の判定基準

施設健全度８０ 施設健全度６０ 施設健全度４０

港名： ○○地区

対象施設 点検方法

防波堤 a □ 本体の一部がﾏｳﾝﾄﾞから外れている。

b □ 隣接ｹ ｿーﾝとの間に側壁厚程度(40～50cm)のずれがある。

c □ 小規模な移動がある。

d □ 変状なし。

a □ 目視でも著しい沈下(1m程度)が確認できる。

b □ 隣接ｹ ｿーﾝとの間に数十cm程度の段差がある。

c □ 隣接ｹ ｿーﾝとの間に数cm程度の段差がある。

d □ 変状なし。

a □ 防波堤の性能に影響を及ぼす程度の欠損がある。

□ 幅1cm以上のひび割れがある。

□ 小規模な欠損がある。

c □ 幅1cm未満のひび割れがある。

d □ 変状なし。

a □ 中詰材が流出するような穴開き､ひび割れ､欠損がある。

施設名：○○防波堤

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化､損傷

目視(ﾒｼﾞｬｰ等による
計測を含む)
･水平移動量

一般定期点検診断様式(点検項目および判定基準：防波堤)

○○港

判定基準案

沈下
目視(ﾒｼﾞｬｰ等による
計測を含む)
･(目地ずれ)､段差

目視(ﾒｼﾞｬｰ等による
計測を含む)
･ひび割れ､損傷､欠損
･劣化の兆候  など
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維持補修計画を作成する

劣化を予測する

部位・部材の点検診断結果をもとに設定した、「劣化予測モデル」を用いて維持補修

時期の把握やコスト管理を行います。なお、劣化予測モデルは、今後の点検データの蓄

積により、適切に見直しを図っていきます。

予防保全的な維持管理を導入

限られた財源のなかで効率的かつ計画的に維持管理をすすめていくため、予防保全

的な維持管理手法を取り入れます。

今後は県内施設全体の平均施設健全度を８０点程度に保つことを目標としています。

   

良好

軽微

機能低下

機能消失

重防食状態良好

腐食による開孔

一部破損

全体的に発錆・腐食

(鋼管杭の劣化状態例)

点検結果に基づいた部位･部材の劣化予測モデル（例）

維持管理による施設健全度の推移イメージ

劣化が進む前に小規模

でこまめな補修を繰り

返すことで、大規模な補

修を回避して、維持管理

コストの縮減を図りま

す。

経年
評価期間 50 年

施設健全度

小規模な補修 (予防保全的な維持管理)

大規模な補修 (従来の維持管理手法)
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部位・部材の劣化予測モデル

■点検結果
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維持補修計画を作成する

今後急増してくる老朽化施設に対して、これまでの事後保全的な維持管理手法では

予算の増大や補修時期の集中等により対応が困難になることが予想されます。

このことから、予算の平準化及び最小化を図った今後５０年の投資シミュレーショ

ンに基づき、各施設の補修時期等を定めた「維持補修計画」を作成しました。原則と

してこの計画に基づき補修事業を実施していきます。

事後評価の実施

事業の実施後は、施設健全度の回復状況を確認し、事業の実施効果を検証していき

ます。また、維持補修工法や費用、及び定期点検診断の結果等をデータベースに蓄積

し、次回の事業実施計画の改善、ガイドライン、維持補修計画の見直し等に活用して

いきます。
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約2億円／年

予防保全的な維持管理に移行

５０年間の総投資額：約１２０億円

早期に予防保全的な維持管理に移行す
るため、集中的に大規模な維持補修を
実施し、県内施設全体の健全度の回復
を図ります。
　　８年間の集中投資額：約４０億円

予防保全的な維持管理手法による今後５０年間の投資シミュレーション

予防保全的な維持管理・予算の平準化及び最小化

総投資額は、

約１／５に縮減
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平準化ライン：約１２億円／年

従来型の維持管理手法(大規模補修）による投資イメージ

５０年間の総投資額：約６００億円



長崎県港湾施設(鋼構造物)維持管理ガイドライン検討委員会の開催

ガイドラインは、学識経験者等による「長崎

県港湾施設(鋼構造物)維持管理ガイドライン検

討委員会」(委員長:長崎大学 夛田教授)での審

議を踏まえて策定しました。    

長崎県 土木部 港湾課                                   平成22年2月
〒850-8570 長崎市江戸町2-13 電話095-824-1111(代表)  FAX 095-821-9246
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～ 港 湾 施 設 の 高 齢 化 時 代 に 向 け て ～

これまで永く県民生活を支えてきた港湾施設も、時代の経過と共

に高齢化時代を迎えます。

これらの施設は、今も現役で健全のように見えますが、細部をよく

見ると劣化や損傷を抱えているものも少なくありません。

これらを永く活用していくためには、定期的な点検や必要な補修

を行って適切に維持管理していくことが必要です。

今後も、安定的な港湾サービスを提供し、大切な財産である港湾

施設を有効に活用していくため、効率的かつ計画的な維持管理に

努めてまいります。

長崎県港湾施設(鋼構造物)維持管理ガイドライン

検討委員会の開催状況


